
平成２８年度以降の介護支援専門員研修フロー

実務研修受講試験（10月頃）→（合格者）12月頃発表

実務研修（87時間）

登録（介護支援専門員資格登録簿に登載

介護支援専門員証の交付

介護支援専門員の実務に従事している方 実務に従事していない方

再研修（54時間）

研修修了後３ヶ月以内に申請

登録時、又は登録後５年以内に申請

更新研修（専門研修Ⅰ＋専
門研修Ⅱと同等）（88時間）

専門研修Ⅰ（56時間）

専門研修Ⅱ（32時間）
※１

新しい有効期間の介護支援専門員証の交付

介護支援専門員の実務に従事
している（いた）方

実務に従事
していない方

★以降、５年毎に「有効期間①」からの繰り返し

更新研修（未経験）（54
時間）

2回目以降の更新研修（専門研
修Ⅱと同等）（32時間）

更新研修（未経験）
（54時間）

有効期間満了日までに県に更新申請
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主任更新研修修了日から5年
後の有効期間の介護支援専
門員証の交付

★以降、主任更新研修を受け続けるこ
とで、更新研修は免除されます。

更新しない方

証の失効（介護
支援専門員とし
て業務は禁止

再び介護支
援専門員と
して業務を
行うとき。証
の交付を受
けるとき。

登録後５年以上経過後
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※主任更新研修

受講要件
を満たす

更新研修（未経験）・再研修で証
の交付を受けた方が、次回更新
する場合、88時間の更新研修が

必要です。

就業後６ヶ月以降
H28から基礎
研修は廃止
になりました

別紙２

就業後３年

有効期間満了日までに県に更新申請

主任更新し
ない場合

主任更新す
る場合

（※１）鳥取県の実
施は未定です。
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